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下
水
道
供
用
区
域
を
拡
大

　
平
成
三
十
年
度
の
固
定
資
産
税
の
縦
覧
と

閲
覧
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
Ί

縦
覧
と
は
Ὶ
納
税
者
が
自
己
の
土
地
や
家

屋
の
評
価
額
と
他
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額

と
を
比
較
し
て
Ὶ
適
正
か
ど
う
か
を
帳
簿
に

よ
り
確
認
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
Ί
閲
覧

と
は
Ὶ
納
税
者
本
人
が
所
有
す
る
土
地
や
家

屋
に
つ
い
て
Ὶ
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
内

容
を
確
認
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
Ί

縦
覧
・
閲
覧
と
も
住
所
・
氏
名
な
ど
が
確

認
で
き
る
も
の
 
運
転
免
許
証
な
ど
 
と
印

鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
Ί
代
理
の
場
合
は
委

任
状
も
必
要
で
す
Ί
借
地
借
家
人
の
方
は
賃

貸
借
契
約
書
を
提
示
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

よ
り
Ὶ
閲
覧
の
み
で
き
ま
す
Ί
な
お
Ὶ
平
成

三
十
年
度
は
評
価
替
え
と
な
り
ま
す
の
で
Ὶ

納
税
通
知
書
の
発
送
は
五
月
一
日 
火
 Ὶ
第

一
期
・
前
納
の
納
期
限
は
五
月
三
十
一
日 
木
 

を
予
定
し
て
い
ま
す
▼
縦
覧
▽
と
き
　
四
月

二
日
 
月
 
Ό
五
月
三
十
一
日
 
木
 
の
午

前
八
時
三
十
分
Ό
午
後
五
時
十
五
分
 
土
・

日
曜
日
Ὶ
祝
休
日
は
除
く
 
▽
と
こ
ろ
　
役

場
一
階
四
番
窓
口
税
務
課
▽
手
数
料
　
無
料

▼
閲
覧
▽
と
き
　
四
月
二
日
 
月
 
Ό
平
成

三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
 
金
 
の
午
前
八

時
三
十
分
Ό
午
後
五
時
十
五
分
 
土
・
日
曜

日
Ὶ
祝
休
日
Ὶ
年
末
年
始
は
除
く
 
▽
と
こ

ろ
　
役
場
一
階
四
番
窓
口
税
務
課
▽
手
数
料

一
件
二
百
円
Ί
た
だ
し
Ὶ
縦
覧
期
間
中
は
無

料
で
す
▼
問
合
せ
　
税
務
課
課
税
係
　
Ԡ
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固
定
資
産
税
の
縦
覧
と
閲
覧

平成30年3月31日から
新たに供用を開始する区域

供用を開始している区域

下水道供用区域
　
三
月
三
十
一
日 
土
 か
ら
Ὶ
下
水
道
の
供

用
区
域
を
別
図
の
と
お
り
拡
大
し
ま
す
Ί
区

域
内
で
く
み
取
り
ト
イ
レ
の
あ
る
ご
家
庭
は

三
年
以
内
に
Ὶ
浄
化
槽
を
設
置
し
て
い
る
ご

家
庭
は
す
み
や
か
に
下
水
道
へ
の
接
続
を
お

願
い
し
ま
す
Ί

排
水
設
備
工
事

　
宅
地
内
の
下
水
道
接
続
工
事
は
Ὶ
必
要
な

技
術
を
習
得
し
て
い
る
町
指
定
の
工
事
店
に

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
Ί
工
事
費
用
は
個
人
で

ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
Ί

▼
廃
止
工
事
店
の
お
知
ら
せ

　
次
の
業
者
か
ら
指
定
廃
止
の
届
出
が
あ
り

ま
し
た
 
三
月
一
日
Ό
 
Ί

▽
株
式
会
社
中
村
設
備
 
愛
西
市
渕
高
町
河

原
５
番
地
の
１
 

下
水
接
続
の
た
め
の
助
成
制
度

　
下
水
道
接
続
工
事
費
用
を
無
利
子
で
融
資

す
る
制
度
や
Ὶ接
続
の
際
に
不
要
と
な
る
合
併

処
理
浄
化
槽
を
雨
水
貯
留
施
設
に
転
用
す
る

費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
Ί

下
水
道
使
用
料

　
下
水
道
使
用
料
は
水
道
使
用
量
を
基
準
に

算
出
し
ま
す
Ί
井
戸
水
な
ど
の
地
下
水
を
使

用
し
て
い
る
場
合
は
使
い
方
に
よ
ℕ
て
使
用

水
量
が
決
ま
り
ま
す
の
で
Ὶ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
Ί

　下
水
道
使
用
料
の
お
支
払
い
方
法

　
使
用
料
は
水
道
料
金
と
一
緒
に
二
か
月
ご

と
に
口
座
納
付
な
ど
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
Ί

▼
問
合
せ
　
建
設
課
下
水
道
係
　
Ԡ
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